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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月2日(2011.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続相及び不連続相を有するエマルション含有インク組成物であって、
　前記連続相が着色剤と水及び極性溶剤の内の少なくとも一方とを含み；
　前記不連続相がインク組成物中に水中油エマルションとして乳化した潤滑剤とインク組
成物中に水中油エマルションとして乳化した油顔料分散液、非極性溶剤顔料分散液又は染
料溶液とを含む：
前記インク組成物。
【請求項２】
　前記連続相が少なくとも１種の染料又は少なくとも１種の顔料を含む、請求項１に記載
のインク組成物。
【請求項３】
　前記連続相がポリマーをさらに含む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項４】
　請求項１に記載のインク組成物を含有する筆記用具。
【請求項５】
　ローラーボールペン、ゲルペン及びボールポイントペンより成る群から選択されるマー
カー又はボールペンである、請求項４に記載の筆記用具。
【請求項６】
　ボールポイントペンであり、前記インク組成物の粘度が約７５０ｃＰ超である、請求項
５に記載の筆記用具。
【請求項７】
　連続相及び不連続相を有するエマルション含有インク組成物であって、
　前記連続相が溶剤を含み；
　前記不連続相がインク組成物中に水中油エマルション又は油中水エマルションとして乳
化した顔料分散液を含む：
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前記インク組成物。
【請求項８】
　前記連続相がポリマーをさらに含む、請求項７に記載のインク組成物。
【請求項９】
　前記連続相の溶剤が水及び極性溶剤の内の少なくとも一方を含み、前記不連続相の顔料
分散液が油顔料分散液又は非極性溶剤顔料分散液を含み且つこの油顔料分散液又は非極性
溶剤顔料分散液がインク組成物中に水中油エマルションとして乳化した、請求項７に記載
のインク組成物。
【請求項１０】
　前記不連続相がインク組成物中に水中油エマルション又は油中水エマルションとして乳
化した染料をさらに含む、請求項７に記載のインク組成物。
【請求項１１】
　前記連続相が着色剤をさらに含む、請求項７に記載のインク組成物。
【請求項１２】
　前記連続相の溶剤が非極性の溶剤を含み、前記不連続相の顔料分散液が水性顔料分散液
を含み且つこの水性顔料分散液がインク組成物中に油中水エマルションとして乳化した、
請求項７に記載のインク組成物。
【請求項１３】
　請求項７に記載のインク組成物を含有する筆記用具。
【請求項１４】
　ローラーボールペン、ゲルペン及びボールポイントペンより成る群から選択されるマー
カー又はボールペンである、請求項１３に記載の筆記用具。
【請求項１５】
　ボールポイントペンであり、前記インク組成物の粘度が約７５０ｃＰ超である、請求項
１４に記載の筆記用具。
【請求項１６】
　マーカーであり、前記インク組成物が４０ｃＰ未満の粘度を有する、請求項１４に記載
の筆記用具。
【請求項１７】
　２つの連続相を有するエマルション含有インク組成物であって、
　第１の連続相が油又は非極性溶剤を含み；
　第２の連続相が水又は極性溶剤を含み；
　第１の連続相及び第２の連続相の内の少なくとも一方が染料及び顔料分散液の内の少な
くとも一方を含む、前記インク組成物。
【請求項１８】
　第１の連続相及び第２の連続相の内の少なくとも一方がポリマーを含む、請求項１７に
記載のインク組成物。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のインク組成物を含有する筆記用具。
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